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要 旨 

 

１ 作成の背景 
日本学術会議は、平成 22 年(2010 年)７月に、文部科学省からの審議依頼に

対する「回答 大学教育の分野別質保証の在り方について」を取りまとめた。

回答作成のための審議は、中央教育審議会による、平成 20年(2008年)12月の

「学士課程教育の構築に向けて（答申）」の内容に留意して進められたが、同

答申の中に「学位に付記する専攻名称の在り方について一定のルール化を検討

するとともに学問の動向や国際的通用性に照らしたチェックがなされるように

する」とあり、「ルール化の検討に当たっては、日本学術会議や学協会等との連

携協力を図る」とも述べられている。 

これを踏まえて、日本学術会議では「大学教育の分野別質保証の在り方検討

委員会」の下に「学位に付記する専攻分野の名称の在り方検討分科会」を設置

して以来検討を進め、これら委員会と分科会の設置期限終了後は、新たに設置

された「大学教育の質保証委員会」において検討を行った。本報告は、日本の

科学者コミュニティを代表する日本学術会議の視点から、日本の学士の学位に

付記する専攻分野の名称に関して基本的な考え方を述べたものである。 

 

２ 現状及び問題点 

「大学設置基準の大綱化」として知られる平成３年（1991年）の制度改革に

より、専攻分野の名称が事実上「自由化」された結果、当初 29であったその数

は３年後の 1994年には 250種類へと飛躍的に増加し、その後も増加の一途をた

どった。中央教育審議会は「学士課程教育の構築に向けて（答申）」（2008年）

の中で、2005年現在、学士の学位に付記する専攻分野の名称が約 580に達する

こと、またそのうちの約６割が専ら当該大学においてのみ用いられている独自

の名称であることに関して、「このように過度に細分化された状態が、真に学問

の進展に即したものなのか、学生の学修成果を表現するものとして適切なのか、

能力の証明としての学位の国際的通用性を阻害するおそれはないのか、懸念を

持たざるを得ない状況である」とし、今後、国によって行われるべき取組とし

て「学位に付記する専攻名称の在り方について、一定のルール化を検討すると

ともに学問の動向や国際的通用性に照らしたチェックがなされるようにする」

ことを挙げた。 

 

３ 報告の内容 
(1) 社会の成熟化を背景として、大学卒業者によって担われる職業領域が拡大

し、また現代社会が直面する様々な課題が大学の教育研究の対象とされるよ

うになる中で、大学が授与する学位に付記する専攻分野の名称が多様化して

いることには一定の合理性が認められる。しかし、現状は過度の多様化と言
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わざるを得ず、この状況に関しては、以下の二つの視点で見直すことが必要

と思われる。一つは、大学で担われる学問の普遍性という観点に照らして、

学問分野の名称という観点から専攻分野の名称を再検証するという視点であ

る。もう一つは、特定の学問分野にとらわれない独自の対象を学修の主題と

する例が増加していることを踏まえ、それらに対して如何に適切な専攻分野

の名称を付すのかという視点である。特に後者の視点を踏まえて以下の改善

提案を示す。 
 

①  特定の学問分野の枠組みを超えて独自の対象を学修の主題とする教育分

野では、学位に付記する専攻分野の名称を、必ずしも「○○学」と称する形

を採る必要はなく、むしろ学修の主題自体を直截に表記するという観点から

定めることも容認されるべきである。 

②  学部・学科の組織名称と学位に付記する専攻分野の名称は同一でなくても

よい。 

③  複数の語を組み合わせた専攻分野の名称の意味をできるだけ明確化する。 

④ 分かりやすく、単純で、かつ同様の内容を提供する他大学の教育課程とも

共通性のある表現を用いる。 

 

各大学には、以上を踏まえて学位に付記する専攻分野の名称を検証すること

を求めたい。特に、極めて少数の大学でしか用いられていない専攻分野の名称

には、社会における流通性・通用性という面で疑問が感じられるものも散見さ

れる。そのような懸念がある場合には、より分かりやすく共通性のある名称へ

の変更を検討することを提案するとともに、その際には(2)で述べる英文表記の

在り方も併せて検討し、両者の整合性が確保されることを期待したい。 
  

(2) 学位の英文表記に関しては、日本の大学が授与する学位の国際性を確保す

るため、英文表記の構造に則り以下を基本的な考え方として示す。 

① 「学士」に対する英文は Bachelorとすること 

② 分野名は、学術的に広く認知されている分野の名称をもって充てること 

③ 下位の専門として、教育課程で重点を置く分野を合わせて示すことも認

められること 

（ ① of ② in ③ の階層構造を念頭に置いた表記にすることが望ましい。） 
 

(3) 問われているのは「学位はいかなる能力を証明するものか」ということで

ある。各大学においては、適切な専攻分野の名称を付記することはもとより、

学生の学修の内容に関する具体的な情報提供を充実し、教育課程の透明性を

高めることが求められる。 

大学教育の多様化が、大学と社会とが相互に関わるダイナミズムの中で自

生的に進展してきたことに鑑みれば、自らが開設する教育課程に関して、学
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位に付記する専攻分野の名称を決める責任は大学にある。学位とは、学生が

社会に出て「自ら何者として立つか」を示す、生涯にわたって担われる表象

であることを踏まえ、各大学に対して真摯な対応を望みたい。 
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１ はじめに 
 

(1) 審議の経緯 

  日本学術会議は、平成 22 年（2010 年）７月に、文部科学省からの審議依頼に対して

「回答 大学教育の分野別質保証の在り方について」（以下「回答」）を取りまとめ、同

年８月に同省高等教育局長に手交した1。 

本件に関して日本学術会議は「大学教育の分野別質保証の在り方検討委員会」を設置

し、中央教育審議会による、平成 20年(2008年)12月の「学士課程教育の構築に向けて

（答申）」（参考資料２。以下「答申」）の内容に留意して審議を進めたが、同答申の

中に「学位に付記する専攻名称の在り方について、一定のルール化を検討するとともに

学問の動向や国際的通用性に照らしたチェックがなされるようにする」とあり、「ルー

ル化の検討に当たっては、日本学術会議や学協会等との連携協力を図る」とも述べられ

ている。 

これを踏まえて、日本学術会議では「学位に付記する専攻分野の名称の在り方検討分

科会」を設置して検討を進め、これら委員会と分科会の設置期限終了後は、新たに設置

された「大学教育の分野別質保証委員会」において検討を行い、本報告を取りまとめる

に至った。 

 

(2) 問題の背景 

  学位は、大学において体系的に編成された教育課程を一貫して履修することにより獲

得される知識・能力の証明である。しかし、高等教育の大衆化、ユニバーサル化が進み、

他方でグローバル化により、国境を越えた人の移動が広がりを見せている今日、「学位

はいかなる能力を証明するものか」という問いが各国共通の課題となっている。この問

いの背景には、学位が高等教育修了者の能力証明として国内のみならず国外の高等教育

機関と労働市場で適切に認められるような国際的な通用性を備えることが求められる

ようになったことが挙げられる。 

  答申が「我が国の大学、学位が保証する能力の水準が曖昧になることや、学位そのも

のが国際的な通用性を失うことへの懸念も強まってきている。例えば、学部・学科等の

組織名称や、学位に付記する専攻分野の名称の多様化が進んでいるのは、そうした懸念

を強める一因である」としていることの背景には、こうした社会状況の変化があると考

えられる。 

 

(3) 分野別の参照基準との関わり 

  日本学術会議が取りまとめた「回答」は、「新たに構築される分野別の質保証枠組み

の基本的な役割は、最も中核的な意味において、すべての学生が基本的に身に付けるべ

きことを同定し、これを『教育課程編成上の参照基準』として各大学に提供することで

1 日本学術会議 回答『大学教育の分野別質保証の在り方について』、2010年７月 22日。 
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ある」としている。そしてそのことの前提として、専門教育と教養教育との関係の多様

性や、大学の設置形態の多様性も考慮し、各大学の自主性・自律性が十分に尊重される

べきこと、現実問題としても、具体的に学生が何をどこまで身に付けることを目指すの

かという問題は、各大学が自ら判断せざるを得ないものであるという認識を示している。 

  この認識は、学士の学位に付記する専攻分野の名称の在り方を考える上でも同様に重

要である。「分野」別の参照基準は、当該分野における教育課程の多様性を否定するも

のではないことと同様に、同一の専攻分野の名称の下で多様な教育課程が存在すること

が否定されてはならない。しかし同時に、それぞれの分野においては、「最も中核的な

意味において、すべての学生が基本的に身に付けるべきこと」が共有されることが望ま

れるのである。 

 

  以上を踏まえて本報告では、日本の学士の学位に付記する専攻分野の名称の在り方に

ついて、和文表記（第２章）と英文表記（第３章）の双方の観点から基本的な考え方を

示す。 

 

 

 

 2 



２ 専攻分野の名称の多様化について 

 

(1) 専攻分野の名称の多様化の経緯 

① 制度改革を契機とした多様化の実態 

「大学設置基準の大綱化」として知られる平成３年（1991 年）の制度改革により、

日本の学位の表記方法は大きく変化した。それ以前は大学を卒業した者に対する称号

であった「学士」を法令上、学位として位置付けるとともに、大学設置基準で定めら

れていた文学士、法学士、工学士等 29種類の学士の種類を廃止し、「学士」に一本化

した。一方で、「各学生がどのような分野を履修したのかを明示することは依然として

社会的にも有用である」2との観点から、たとえば「学士（文学）」のように、各大学

が適切な専攻分野を学位の後ろに括弧書きで付記することとされたのである 2。 

こうした制度改革の背景には、教育・研究の編成における各大学の自由度を高め、

大学の個性化・多様化を促すという政策的意図があったことは確かであろう。しかし

それだけでなく、新たな学問領域あるいは学際的・複合的な分野の増加により、あら

かじめ法令により規定された少数の名称では、学生が履修した専攻分野を適切に表示

することが困難になってきたことへの現実的な対応という側面もあったと考えられる。

元来は、「学士の上に冠してその種別を示す名称は原則としてその出身学部名によるも

のとする」3とされていたのであったが、1991年当時、既に学部の名称が 91種類に達

していたことからも明らかなように、そうした考えは時代にそぐわなくなりつつあっ

たのである。 

   専攻分野の名称が事実上「自由化」された結果、その数は３年後の 1994年には早く

も 250種類へと飛躍的に増加しており、その後も増加の一途をたどった。中央教育審

議会は「学士課程教育の構築に向けて（答申）」（2008年）において、2005年現在、学

士の学位に付記する専攻分野の名称が約 580に達すること、またそのうちの約６割が

専ら当該大学においてのみ用いられている独自の名称であることを踏まえ、「このよう

に過度に細分化された状態が、真に学問の進展に即したものなのか、学生の学修成果

を表現するものとして適切なのか、能力の証明としての学位の国際的通用性を阻害す

るおそれはないのかと懸念を持たざるを得ない状況である」とし、今後、国によって

行われるべき取組として、「学位に付記する専攻名称の在り方について、一定のルール

化を検討するとともに学問の動向や国際的通用性に照らしたチェックがなされるよう

にする」ことを挙げた。 

 しかしながら、その後も専攻分野の名称の細分化・個別化の傾向に歯止めがかかる

ことはなく、2010年度の調査では、専攻分野の名称は約 700種類へとさらに増加し（図

１）、うち一つの大学のみで利用されている独自の名称が６割近いという状況について

2  大学審議会 答申「大学教育の改善について」、平成３年２月。 
3 「大学基準」（昭和 22年、大学基準協会決定）による（参考資料３）（参考資料４）。この「大学基準」が旧文部省に移

管されて「大学設置基準」となった。 
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も変化が見られなかった4。 

 

 

② 多様化が進行した背景 

前項で述べたような事態が生じた背景を大きな流れでとらえてみたい。 

旧文部省によって大学設置基準が制定された 1956 年においては、日本の大学進学

率は 10%に満たず、大学進学者数も 20万人に達していなかった。この時に定められた

学士の種類は 25種類であり5、ほぼそのままの数で 1991年の大綱化まで継続すること

となったが、その時点での大学進学率は 25%、大学進学者も 50万人を超える数に達し

ていた。 

この間、日本の社会は大きく変容してきた。大学紛争が燃え盛った 60 年代後半か

ら 70年代前半は、大学進学率が増大した時代でもあった。しかし大学紛争が終息して

２度の石油ショックを乗り越えた日本経済は、80年代後半のバブル経済に至る未曽有

の繁栄を謳歌することとなる。そこで現出した「豊かな社会」において、大学の教育

課程の多様化が急速に進んだことが、そのまま学位に付記する専攻分野の名称の多様

化に直結したと言ってよい。 

ここで生じた大学教育の変化は複雑であり、その全体を解説することは本報告の議

論の射程を超える。しかしあえて概括すれば、大学生の多くがもはやエリートではな

4  ただしそれら名称の中には相互に一定の類型性や系統性が存在することを看取できるものも少なくない。 
5  大学設置基準制定当初は以下の 25種類だったが、その後に衛生看護学士が看護学士と保健衛生学士とに分かれ、また

芸術学士が芸術学士と芸術工学士とに分かれ、さらに鍼灸学士と栄養学士とが新たに加わり 29種類となった。 

文学士、教育学士、神学士、社会学士、教養学士、学芸学士、社会科学士、法学士、政治学士、 

経済学士、商学士、経営学士、理学士、医学士、歯学士、薬学士、工学士、商船学士、農学士、 

獣医学士、水産学士、家政学士、芸術学士、体育学士、衛生看護学士 
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い普通の社会人となるとともに、産業構造が変化する中で大学卒業者によって担われ

る職業領域が拡大し、また一方では現代社会が直面する様々な課題が大学の教育研究

の対象とされるようになるなど、社会の成熟化を背景とする大学教育の大きな変容が

この時に始まり、そして現在も続いていると考えられる。 

このことについて、実際に現在用いられている専攻分野の名称から考察してみたい。

図２は、専攻分野の名称において多く用いられている特徴的なキーワードで、伝統的

な学問分野の名称とは区別されるものを挙げたものであるが、文化、情報、福祉、環

境、国際等が多く用いられており、ここに掲げた 14種類のキーワードを含む専攻分野

の名称だけで全 700種類のうちの約半数に及んでいる。 

文化、人間、環境などは、伝統的な学問分野の境界線を越えて知の統合を図ろうと

する今日的な視点と受け止めることができるし、一方で情報、医療、スポーツなどは、

社会における新しい専門職業に対する需要を一定程度反映していると思われる。こう

した領域において大学教育の多様化が進展することは、むしろ積極的に肯定し得るも

のである。社会の変化とともに大学の在り方も変化するのであり、大学教育の役割が

拡大するにつれて専攻分野の名称が多様化することは、程度はともあれ、それ自体、

必然的な現象として受け止められるべき道理がある6。

 

6  しかしながら、多様化した名称の下で、教育課程の内容が実際に自らが標榜する趣旨を十分に体現したものになって

いるのか、名称だけが先行してしまっている面はないかということについて、各大学が自ら厳しく教育の質を保証する

責任を負うべきことも当然である。 
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(2) 多様化した状況を見直す際の方向性 

 今まで専攻分野の名称が著しく多様化してきた状況を見てきたが、このような状況

を見直すための方向性について２つの視点から述べる。 

① 大学で担われる学問の普遍性 

 まず必要なことは、一度原点に立ち返り、そもそも大学で学ぶ学問とは何かについ

て考えてみることであろう。この問題は、大学とは何か、何をもって大学が大学であ

るとされるのか、という問いでもある。 

学校教育法は、「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門

の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。」

（第 83条）と定めているが、ここで言う「学術」や「学芸」とは何か。様々な説明が

可能であろうが、例えば大学で担う学問が「真理の探究」であるとして、それは他の

類似の活動とどのように区別されるのか。 

大学が担う学問の一つの重要な特徴は、その普遍性であると考えられる。大学の学

問は、ヨーロッパに端を発し今や世界中に存在するようになった大学という場を舞台

に、多くの批判的検証に鍛えられつつ生成発展してきた。それは、歴史的な長い時間

と、国境を超えた広大な空間の広がりの中で、多くの人々によって担われてきた知的

営みであり、国籍や身分や性別、政治信条等々の相違を超えて、批判に対して広く開

かれた形で真理の探究が行われるという意味において高度な普遍性を有している。 

学位に付記する専攻分野の名称が、このような普遍性を持った学問の分野を表象す

るものであるとすれば、今日その名称が著しく多様化し、単独の大学が標榜する独自

名称としての「○○学」が無数に生まれている状況は大いに疑問であると言うことに

なる。学位に付記する専攻分野の名称が著しく多様化している状況に対して、多くの

人が覚えるであろう違和感の背景を解きほぐしてみると、おそらくこのような説明に

なるのではないだろうか。 

しかし②で述べるように、今日の多様化した大学教育の教育課程の内容を見ると、

そこには上記で述べた伝統的な「○○学」の概念では括れないものが数多く出てきて

いる。そうであれば、むしろ専攻分野の名称に常に「○○学」を標榜すべきと考える

慣行自体が見直されてもよいのではないか。 

その一方で、引き続き学位に付記する専攻分野の名称として「○○学」を標榜する

のであれば、やはりそこでは当該教育課程が依拠している学問分野に関する一般的な

名称が用いられることが望まれると言うべきであろう7。 

② 「専攻分野」の概念の拡大 

   (1) ②で述べた、情報、医療、スポーツ、福祉、文化、人間、環境、デザイン等が

専攻分野の名称として用いられている教育課程は、それらが出現した社会背景を想起

すれば、(2)①で述べた伝統的な学問観を体現するような学問分野に立脚した教育課程

と同一に論ずることは多くの場合困難であると考えられる。なぜならこうした教育課

7  その名称は、大学を超えて当該学問分野を支える同僚達 “peers” の世界でしっかりと共有されており、自ずと明ら

かなはずである。 
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程では、特定の学問分野にとらわれない独自の対象が学修の主題とされることが多い

と考えられ、またそうした学修の主題は、学問自体の生成発展の結果というより、同

時代の問題意識や社会のニーズに即して設定されると考えられるからである8。 

   例えば「環境○○」という語を専攻分野の名称に冠する教育課程においては、「環境

○○」という今日的な「課題」を理解しその改善あるいは克服等に関与するために、

関係する複数の学問分野を必要な範囲で学ぶことを想起させる。同様に「スポーツ○

○」という語で表象される一定の専門職業が存在するとしたら、それに従事する上で

必要な知識と考え方を身に付けるべく、関係する複数の学問分野を学ぶこともあり得

るだろう。こうした大学教育の在り方が否定されるべき理由はない9。 

このような新しい試みの中には、いずれそれ自体が新たな学問分野として認知され

定着していくものもあるだろう。その一方で、その時々の社会が抱える課題や様々な

専門職業の消長等に応じて学修の主題が更新されるものも多いと考えられ、むしろそ

うしたダイナミズムにこそ、このような教育課程の特質があると見做すべきではなか

ろうか。 

このような形で編成される教育課程の存在を前提とした場合、学位に付記する名称

の由来となるべき「専攻分野」10という概念自体を拡大して考えることが必要となる。

「専攻分野」という語から通常想像されてきたであろう、①で述べたような伝統的な

学問観に根差した専攻分野とは、明らかに性格の異なる専攻分野も数多く存在するよ

うになっているという事実を率直に認めた上で、今後どのように専攻分野の名称を付

記することが適当であると考えられるのか、以下に改善策を提案する。 

 

(3)  名称表記の改善に関する提案 

① 「○○学」にとらわれない 

現在の制度においては、学位に付記する「専攻分野の名称」（学位規則第 10 条）と

いう言い方がなされている。しかし前述したように、特定の学問分野の枠組みを離れ

て独自の対象を学修の主題とするような教育課程においては、「専攻分野」という語の

意味を常に特定の「学問分野」を意味すると解することには無理がある。ここでの「専

攻分野」は、より一般的に「大学で何を学んだのか」ということを示すものと解釈す

ることが適切であり、そこに付される名称については、あえて「学」を付さずに、   

学修の主題自体を直截に表記するという観点から定めることも容認されるべきであろ

う11。 

8  このことに関連して、研究活動の様式（モード）について、特定のディシプリンの発展の道筋に沿って推進される研究

活動の様式（モード１）と、現実社会の課題を対象として、幅広い多様なディシプリンの知的貢献の上に推進される研究

活動の様式（モード２）とを対比させ、現代社会において後者の重要性が高まっているとする議論が存在することを指摘

しておく。詳しくは参考資料５を参照。 
9  ただし特定の学問分野に依拠しないとしても、当該教育課程の中身を構成する複数の学問分野のそれぞれが、①で述

べた意味において学問としてしっかりしていることは重要である。 
10 文部科学省令である学位規則は、「大学及び独立行政法人大学評価・学位授与機構は、学位を授与するに当たっては、

適切な専攻分野の名称を付記するものとする」（第 10条）と定めている。 
11 「○○学」を学位に付記する専攻分野の名称として標榜する教育課程を担当する教員集団に、実際に「○○学」を専門

分野とする者が存在しないという場合も少なくないと考えられる。 
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「学」の語が意味するところも多義的であり、その文字に学問的な威信の表象を見

出す人々も少なくないと思われるが、専攻分野の名称に「学」を付さないという提案

が、従来の発想を転換する一つの契機として受け止められることを期待したい。 

② 組織名との区別 

学士の学位に付記する専攻分野の名称は、もともと「原則としてその出身学部名に

よるものとする」とされていた（参考資料３、４）。かつては教員が所属する組織とし

ての学部・学科が同時に学問の分野であり、また教育課程であるという図式が成立し

ていたのであり、その限りにおいては、学部・学科名称をそのまま学位に付記する専

攻分野の名称とするということは、ごく自然なことであった。 

しかし今日、多くの大学の学部・学科においてそうした関係性は解体しており、学

部・学科の名称も組織の固有名詞的なものに変貌してしまっている。実際、複数の学

問分野にまたがる形で学部・学科が設置される場合、個別の学問分野の名称とは別に、

学修の主題となる独自の対象の名称を学部・学科の名称とする場合もあれば、複数の

学問分野の名称を独自のやり方で組み合わせて名称とする例も見られる。また、特に

複数の学問分野にまたがらない場合でも、当該学部・学科の教育の特色を強調して独

自の名称を掲げる例が見られる。 

こうしたやり方で学部・学科名称を定めること自体に特段問題があるわけでない。

しかし、従来成立していた学部・学科＝学問分野＝教育課程＝専攻分野の名称という

図式が実態を失い、現実には固有名詞化している学部・学科名称をそのまま専攻分野

の名称にも用いていることには疑問符を付さざるを得ない。こうした場合においては、

学位に付記する専攻分野の名称を組織名とは区別して考えることが適切であろう12。 

 ③ 複数の語を組み合わせた名称の意味の明確化 

①及び②で述べたことを踏まえつつ、現在数多く存在している、複数の語を組み合

わせた専攻分野の名称について、それぞれの意味するところが何であるのかが明確に

されることを望まれる。 

このことに関して、実際の専攻分野の名称を見てみると、以下のように様々な類型

が混在しているように思われる。 

 

ア．「△△○○学」もしくは「△△○○」が、確立した一般的な語として通用すると   

思われるもの。 

イ．「△△」と「○○」とを組み合わせて独自の造語として掲げていると思われるもの。

この場合、当該教育課程を構成する複数の学修主題（もしくは複数の学問分野）を

並列的に記して「△△○○」（もしくは△△○○学）としたと思われるものもあれ

ば、「△△」が修飾語的に「○○」に付されたと思われるものもあり、さらには「△

△」と「○○」とを組み合わせて全く独自の意味を持たせようとしたと思われるも

のもある。 

12  今日、学部・学科名称と専攻分野の名称とを同一にすることは何らの制度においても要請されていない。 

 8 

                         



イで記したことが当てはまる名称に関しては、「△△」や「○○」自体は十分に一般

的な語でありながら、それらがどのような趣旨で組み合わされているのかが一見して

分からず、そのために個々の名称の意味するところも必ずしも容易に判断できない場

合が少なからず存在するように思われる。このような問題は、伝統的な学問観に根差

した専攻分野であると思われるものについても同様に見受けられるが、こうした状況

を改善するために以下のことを望みたい。 

 

ア．複数の学修主題や学問分野が並列されている場合は、実際の教育課程の内容に即

して、専攻分野の名称自体を別々に分割するか、あるいは中黒記号（・）を用いて

複数の学修主題や学問分野を同時に学ぶものであることを明らかにする等の工夫

を行うこと13 

イ．修飾語的な意味であれ、全く独自の意味を持たせようとするのであれ、教育課程

の特色を強調するためだけに複数の語を組み合わせることには謙抑的であること 

ウ．大事なことは「大学で何を学んだのか」を分かりやすく明確にすることであり、

そのためには、必要に応じてある程度長い表記にする等の工夫も容認されるべきで

あり14、無理に熟語のようにする必要はないこと。 

 

 ④ 分かりやすく単純で共通性のある表現を 

大学が授与する学位ならびにその専攻分野の名称が、広く流通性・通用性を有する

とすれば、それは、学位取得者が獲得した（獲得する）知識・能力に関する「情報」

としての機能が社会で認められている場合であろう。 

そうした状況を望ましいものと考えるのであれば、学位に付記する専攻分野の名称

は、それを一見しただけで、どのような教育課程を修め、成果としていかなる知識・

能力を身に付けたのかがある程度の確実性をもって判断でき、しかもその形式はでき

るだけ単純で、かつ相互に共通性を有するものであることが望ましい。 

各大学においては、特に一般的な学問分野の名称を専攻分野の名称としない場合は、

分かりやすく、単純で、かつ同様の内容を提供する他大学の教育課程とも共通性のあ

る表現を用いることが望まれる。 

 

(4) 大学等に対する要請 

各大学においては、以上に述べたことを踏まえて、それぞれが授与する学位に付記さ

れる専攻分野の名称を検証していただくことを求めたい。特に、類似の教育課程が多い

にもかかわらず、２～３校といった極めて少数の大学でしか用いられていない専攻分野

13  ただし、中黒記号で複数の名称を並置することには限度があると考えるべきである。限られた修業年限内で複数の学問

分野を深く修めることは困難であり、例えば「学士（医学・法学）」のように併記することは認められるべきではない。

このことは、11頁に記す英文表記の階層構造「Bachelor of ② in ③」において、③の「下位の専門」が複数並置され

ることはあっても、②の「分野」が複数並置されることはないということと同旨である（12頁脚注 19）。 
14  次の④で述べるように、名称の単純性ということも重要である。しかしながら、大学教育の目的・内容が多様化した

今日、すべての専攻分野の名称を極めて簡潔な形で記述することには限界があることも否めず、必要であれば多少長い表

記を用いることも容認されるべきである。 
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の名称には、社会における流通性・通用性という面で疑問が感じられるものも散見され

る。そのような懸念がある場合には、より分かりやすく共通性のある名称への変更を検

討することを提案する15。 

そしてこのために文部科学省に対して、各大学が、全国の大学の学位に付記する専攻

分野の名称がどのような状況にあるのかを相互に知ることができるよう、継続的に調査

を実施するなど適切な措置を講ずることを要望したい16。また、内容に共通性のある教

育課程を有する大学間で、学位に付記する専攻分野の名称の調整を図るような場合に、

例えば国公私立の大学団体などの組織が一定の役割を果たすことは、大学の自律という

点からも意義あることと考えられる。 

なお、学位に付記する専攻分野の名称の変更を検討する際には、次章で述べることを

踏まえて英文表記の在り方についても併せて検討することにより、両者の整合性が確保

されることを期待したい。 

15  教育課程の内容変更を伴わずとも学位に付記する専攻分野の名称を変更することは可能であり、そのこと自体に特段の

認可は必要とされない。（ただし学則変更の届け出は必要である。） 
16  独立行政法人大学評価・学位授与機構が平成 21年度に全国の大学の学位に付記する専攻分野の名称を調査した結果が、

同機構のウェブサイトで公表されている。（http://www.niad.ac.jp/n_shuppan/meishou/） 
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３ 学士の学位の英文表記の在り方について 

 

(1) 学位の英文表記に対する基本的姿勢 

日本で授与された学位（academic degrees）が高等教育修了者の能力証明として、国

内のみならず国外の高等教育機関と労働市場において、適切に認められ通用するために

は、その英文表記が国際的にも容認される一定の共通性を備えていることが不可欠であ

る。 

  上記１(2)で述べたとおり、「学位はいかなる能力を証明するものか」が各国共通の課

題となっている。こうした社会的な要請は、高等教育の大衆化、ユニバーサル化が進展

する一方で、国際化、グローバル化により、国境を越えた人の移動が広がりを見せてい

るからにほかならない。学生と大学卒業者の流動性が高まるにつれて、多国間で相互に

学位の認証（recognition）を行い、あるいは授業科目の履修経験を認定する必要が生

じる。 

  日本においても留学生の受け入れと日本人学生の送り出しを推進する上で、この問題

について相応の態勢を整えておく必要に迫られている。国境を越えて移動する学生と大

学卒業者の学位認証に関わる問題が、学位の英文表記によってすべて解決されると期待

するのは早計であろうが、高等教育機関が自ら提供する学位プログラム（教育課程）に

責任をもち、その履修の成果として学生が何を身に付けたかを学位の英文表記に簡潔に

反映させることは、学位授与機関としての大学の責務である。学位の英文表記には、第

２章で述べたことを踏まえつつ、さらに国際性を備えていることが求められる。 

 

(2) 英文表記における学位の構造と学士（Bachelor）の学位名称 

  英国や米国における学位（及びその名称）は基本的に、３つの要素から構成されている。 
 

①学位のレベル … Bachelor（学士）、Master（修士）、Doctor（博士）など 

  ②分野     … 学問分野（学術的に広く認知されている分野） 

  ③下位の専門  … 教育課程で重点をおく分野 

  
  上記のように、英国や米国の学位は原則として、「 ① of ② 」、もしくは「 ①  of  

②  in  ③ 」という階層的な表記方法により、学位のレベル及び学位取得者が軸足を

おいて学んだ学問分野と、必要に応じて下位の専門が明示される仕組みになっており、

国内外で一定の通用性が確保されている。 

英国や米国でもっとも広く知られた学士の学位の名称は、Bachelor of Arts（B.A.な

いし BA）と Bachelor of Science（B.S.ないし BS）であろう。この２つは、中世ヨーロ

ッパの大学における自由七科17の流れを汲むものであるとされ、簡略化をおそれずに言

えば、多くの国において Bachelor of Artsは人文学、Bachelor of Scienceは自然科学

17  文法、修辞学、論理学の言語系３科（trivium）と算術、幾何学、天文学、音楽の数学系４科（quadrivium）からなる。

自由七科のラテン語 septem artes liberalesの artes（複数形。単数形は ars）に Artsの語源が求められ、近代科学の

誕生に伴い Artsから Scienceが独立したと考えられる。 
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（及び社会科学18）に属する、いずれかの分野の教育課程を修めたことを表す名称とし

て用いられている。こうした Bachelor of Arts と Bachelor of Science の学位名称に

は、「下位の専門」を合わせて示す表記の方法も見受けられる19。それは時代を経て学問

分野が分化し、さらに高等教育機関が多様化してきたことへの対応として、個別の教育

課程の重点と特色をあらわす必要性が生じたことによる展開と考えられよう。 

  一方、特定の専門的な職業の養成にかかわる分野ないし教育課程においては、Bachelor 

of Law、Bachelor of Medicine、Bachelor of Engineering 等の学位名称も通用してい

る。ただしその名称と教育内容に関しては、当該の専門に関係する質保証機関等により、

一定の共通性が図られている場合が少なくない20。またこれらの学位名称について、さ

らに「下位の専門」を合わせて表記することは必ずしも一般的ではない。 

  日本の学位の英文表記を考える際に、こうした構造21が存在することを認識しておく

ことは、日本の大学が授与する学位の国際的な通用性を保持する観点からも望ましい。 

 

(3) 英文表記に関する基本的な考え方 
  以上の考え方にもとづき、日本の学士学位の英文表記について、次の基本的な考え方

を示す22。 

① 「学士」に対する英文名称は Bachelorとすること 

② 分野名は、学術的に広く認知されている分野の名称をもって充てること 

③ 下位の専門として、教育課程で重点をおく分野を合わせて示すことも認められる

こと 

 

学位の英文表記において下位の専門分野を合わせて表象しようとする場合は、「 ①  

of  ②  in  ③ 」の階層的な構造を念頭に表記することが望ましい。 

なお、学士の学位名称に教育課程で重点をおく下位の専門分野を記載せず、あるいは

さらにそれを詳しく説明するために、学位証書の補足資料等の併用によって、そこに自

18 「社会科学」に該当する学問分野を修めた場合については、Bachelor of Scienceと Bachelor of Artsの双方が見られ

る。 
19  例えば、哲学を専攻する学士課程において、Bachelor of Artsあるいは Bachelor of Arts in Philosophy、また生物

学を専攻する学士課程において、Bachelor of Scienceあるいは Bachelor of Science in Biologyのいずれの学位名称

を採用することもあり得るだろう。 

また２(3)で記した、特定の学問分野の枠組みを離れて独自の対象を学修の主題とするような教育課程において、当該

教育課程が立脚する学問分野が主として自然科学に属するのであれば、「Bachelor of ② in ③」で示される②の「分野」

に Scienceをあて、③の「下位の専門」に教育課程の主題をあてることもできるだろう（例えば Bachelor of Science in 

Ecology and Environment など）。 

なお③の「下位の専門」が複数並置されることはあっても、②の「分野」が複数並置されることはないと理解すべき

であり、その趣旨は 9頁の脚注 13に記した通りである。 
20  Bachelor of Medicineは英連邦諸国の大部分の大学においては Bachelor of Surgeryと合わせてのみ授与されている

（MBBSないし MB ChBと略称される）。このように専門的な職業の養成にかかわる分野とその学位名称は各国の大学の歴

史や社会を反映して多様であるが、他の例として Bachelor of Nursing, Bachelor of Education等が挙げられる。 
21  英文表記の階層的な構造を日本語の学位に付記する専攻分野の名称では表すことができない。それゆえ和文表記におい

ては多くの場合、「Bachelor of ② in ③」で示される②の「分野」あるいは③の「下位の専門」のいずれかが、「学士（○

○）」の括弧内に付記されることになろう。 
22  学位の英文表記に関して、国際的に唯一の標準的な方法は存在しない。重要なことは、日本国内における学位の英文表

記の在り方に関して共通の方針を定め、国外に向けて発信することである。 
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ら教育課程編成上の特性を明示し、国際的な通用性を担保する手法の採用も考えられる
23。 

23  たとえばヨーロッパでは、1999年のボローニャ宣言を契機に「ヨーロッパ高等教育圏」の創設を目ざし、各国政府と

高等教育機関の協調のもと、学位制度の調和に向けて取り組みが進められてきた。ボローニャ・プロセスと呼ばれるこ

の改革の最重点は、バチェラー（学士）、マスター（修士）、ドクター（博士）の学位取得に導く３段階の学修構造と比

較可能な学位制度の導入、学位と学修期間の相互認証、質の保証に置かれている。 

20世紀末までヨーロッパ諸国の高等教育は、修了者に授与される学位も修業年限も多様であったが、いまや欧州にお

いても大学卒業者が手にする最初の学位は「学士」が主流になっている。しかし、学位の英文表記に関しては、各国・

高等教育機関に委ねられ、その表記方法は多岐にわたる。そのため、学位証書補足資料（ディプロマ・サプルメント、

Diploma Supplement）等を発行し、大学卒業者すなわち学士学位取得者がどのような共通の力を有するか、その内容を

より詳細に提示する方途がとられている（参考資料６）。 
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４ おわりに － 大学の責任について 

 

日本における大学という存在そのものが、国が管理する制度の下で移植され発展してき

たのであり、1991年の制度改革までは学位の種類も国が定めていた。しかし、戦後の経済

成長とともに大学教育が急速に拡大し多様化したことを背景に、学位に付記する専攻分野

の名称は各大学が自ら定めることとされた。 

この措置は必然的なことであったと考えられるが、大方の予想を超える専攻分野の名称

の著しい多様化が進行し、具体的な意味が必ずしも明確ではない名称も少なからず出現し

た結果、現在では、大学の外からのみならず、むしろ中から疑念の声が上がる状況となっ

ている。目先の学生獲得のために、教育内容の実質が伴わない、独自の新奇性のみを強調

した専攻分野の名称を掲げているのではないかとの批判が投げかけられる中で、再び国が

何らかの管理を行うべきとの主張も見られる。 

こうした問題状況について考えるために、本報告では、まず多様化の背景要因を客観的

に分析することに努めた。その結果、専攻分野の名称が多様化したことに一定の必然性が

存在することを確認しつつ、名称の付け方をめぐって改めるべき点についていくつかの具

体的な改善提案を行った。本報告の「はじめに」で述べたように、問われているのは「学

位はいかなる能力を証明するものか」ということであり、学位に付記する専攻分野の名称

は、そのために適切な情報伝達機能を果たさなければならない。まずこの単純明快な認識

が各大学に共有されることが重要である。同時に各大学においては、ウェブサイトの整備

等を通じて学生の学修の内容に関する適切な情報提供を行い、教育課程の透明性を高める

ことが求められる。 

専攻分野の名称の著しい多様化と、その背景をなした教育課程の多様化は、大学と社会

とが相互に関わるダイナミズムの中で自生的に進展してきたのであり、今日の一層流動的

な社会状況の下で再び国の管理を導入しようとしてもうまくゆくとは思われない。自らが

開設する教育課程に関して、学位に付記する専攻分野の名称を決める責任は個々の大学に

あるが、その際専攻分野の名称と教育内容に関する大学間の相互の参照を進めることが重

要であり、必要に応じて大学団体などの大学横断的な組織が一定の調整機能を担うことも

期待される。 

学位とは、言わば学生が社会に出て「自ら何者として立つか」を示す表象であり、それ

は生涯にわたって担われるものである。このことを踏まえて、各大学に対して真摯な対応

を望みたい。 

 
 

 

 

 

 

 

 14 



＜参考資料１＞ 本報告の審議経過 

 

平成 22年（2010年） 

10月 ４日  日本学術会議幹事会（第 107回） 

「大学教育の分野別質保証の在り方検討委員会」に「学位に付記す

る専攻分野の名称の在り方検討分科会」を設置 

     11月 25日   日本学術会議幹事会（第 112回） 

「学位に付記する専攻分野の名称の在り方検討分科会」の委員を決定 

 12月 27日   分科会（第１回） 

        委員長、副委員長及び幹事の選出について 

            今後の進め方について 

平成 23年（2011年） 

      １月 31日   分科会（第２回） 

今後の進め方について 

      ３月 ２日  分科会（第３回） 

      ４月 25日  分科会（第４回） 

報告書骨子案について 

      ５月 23日  分科会（第５回） 

     ６月 13日  分科会（第６回） 

     ６月 23日  日本学術会議幹事会（第 126回） 

「大学教育の分野別質保証推進委員会」を設置 

７月 11日  日本学術会議幹事会（第 129回） 

「大学教育の分野別質保証推進委員会」に「学位に付記する専攻分

野の名称の在り方検討分科会」を設置し委員を決定 

 ７月 15日  分科会（第１回） 

委員長、副委員長及び幹事の選出について 

報告書構成案について 

     ８月 10日  分科会（第２回） 

報告書構成案について 

     ９月 20日  分科会（第３回） 

10月 18日   分科会（第４回） 

12月 19日  分科会（第５回） 

平成 24年（2012年） 

     ４月 ５日   分科会（第６回） 

全体構成案について 

     ５月 15日   分科会（第７回） 

報告書構成案について 

６月 19日   分科会（第８回） 
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  ７月 10日   分科会（第９回） 

  ８月 23日  分科会（第１０回） 

  12 月 20 日  「大学教育の分野別質保証推進委員会」並びに同委員会の下に設置さ

れた「学位に付記する専攻分野の名称の在り方検討分科会」の設置期

限が終了し、以後の検討は、新たに設置された「大学教育の分野別質

保証委員会」に継承した。 

 

平成 25年（2013年） 

     ４月 ２日   大学教育の分野別質保証委員会（第２回） 

           旧委員会の下での審議の経緯等を報告 

   ７月 26日   大学教育の分野別質保証委員会 企画連絡分科会（第２回） 

           旧委員会の下での審議の経緯等について再確認 

 

平成 26年（2014年） 

   ２月 28日   大学教育の分野別質保証委員会（第８回） 

           旧委員会の下に設置された分科会が作成した報告案の修正案につ

いて説明・承認 

  ８月 ８日   大学教育の分野別質保証委員会（第９回） 

査読意見を踏まえた報告案の修正案について説明・承認 

          ※ 最終的に「大学教育の分野別質保証委員会」において、旧委

員会の下に設置された分科会が作成した報告案を基に、2(4)「大

学等に対する要請」を新たに書き加えるとともに、2(3)「名称

表記の改善に関する提案」や、3「学士の学位の英文表記の在り

方について」等についても加筆修正を行った。 
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＜参考資料２＞ 中央教育審議会「学士課程教育の構築に向けて（答申）」（抜粋） 

2008年 12月 24日 

 

第２章 学士課程教育における方針の明確化 

第１節 学位授与の方針について ～幅広い学び等を保証し，21世紀型市民にふさわし

い学修成果の達成を～ 

(2)  我が国の課題 

(ｶ) これまで大学設置の規制を緩和したり、機能別の分化を促進したりすることで、

個々の大学の個性化・特色化を積極的に進めてきた結果、大学全体の多様化は大いに

進んだ。 

しかしながら、学士課程あるいは各分野の教育における最低限の共通性があるべ

きではないかという課題は必ずしも重視されなかった。 

例えば、学位に付記する専攻分野の名称は年々多様化し、その種類は、平成 17年

度時点で約 580に達する。また、その名称の約６割は、専ら当該大学のみで用いられ

ている。このように過度に細分化された状態が、真に学問の進展に即したものなのか、

学生の学修成果を表現するものとして適切なのか、能力の証明としての学位の国際的

通用性を阻害するおそれはないのか、懸念を持たざるを得ない状況である。 

こうした状態は、今後進めていこうとする留学生交流についても、隘路となってし

まうおそれがある。 

           （中略） 

 

(4)  具体的な改善方策 

【大学に期待される取組】 

◆ 学位に付記する専攻分野の名称については、学問の動向や国際的通用性に配慮して適

切に定める。 

類例がなく定着していない名称は避けるように努める。仮にそれを用いる場合、依拠・

関連する既存の学問領域との関係について説明責任を果たすようにする。 

 

【国によって行われるべき支援・取組】 

◆ 学位に付記する専攻名称の在り方について、一定のルール化を検討するとともに学問

の動向や国際的通用性に照らしたチェックがなされるようにする。 

ルール化の検討に当たっては、日本学術会議や学協会等との連携協力を図る。また、

英名表記の国際的通用性の確保に留意する。学部等の設置審査や評価に際しては、唯一

単独の名称を用いる場合、関連する学問領域との関係について十分な説明を求め、必要

に応じ、見直しを含め適切な対応を促す。 
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＜参考資料３＞ 大学基準（昭和 22年７月８日大学基準協会決定）（抜粋） 

 

第二 基準 

九、学士号の種類を次の如く定める。 

１．学士の上に冠してその種類を示す名称は原則としてその出身学部名によるものと

する。 

２．一学部の中にある一学科が他の学部に準ずる内容を有するときは該当学部の名称

を冠することができる。但し医学教育及び歯学教育を行う大学又は学部においてはこ

の限りではない。 

 

 

＜参考資料４＞ 学士に冠する名称を出身学部名によるものとした最初の事例 

 

東京大学が明治 10年に設立され、翌 11年には当時の文部省から学位授与権が与えられ

た。この段階での学位は学士のみであった。そして明治 12年に東京大学は、授与する学士

号を法学士・理学士・文学士・医学士・製薬士としたが、これは出身学部の名称を学士号

の上に冠したものであった（ただし、医学部出身者でも製薬学科のみは製薬士とした。）。 

なお、この段階では学位令は存在せず、明治 20 年に学位令が公布された段階で、学士

は学位から除かれることとなり、単なる称号となった。 

 

 

＜参考資料５＞ 研究活動のモード論 

 

Gibbons 等による研究活動のモード論においては、ディシプリン（discipline）は知識

の体系を中心に構築される学問領域であり、特定のディシプリンの発展の道筋に沿って推

進される研究活動の様式をモード１という。これに対して、産業界を含めて現実社会に現

れる課題の殆どは、それが精神的、社会的なものであれ、自然に関するものであれ、特定

のディシプリンの発展の道筋とは関係なく現れる。そのため、現実社会の課題を対象とす

る課題解決志向の研究活動や探究活動の推進のためには、多くの場合、幅広い多様なディ

シプリンからの知的貢献や、場合によっては対象に関する多面的な知識が必要になる。こ

のようにして推進される研究活動や探究活動の様式をモード２という。モード２の多様な

ディシプリンが協働して研究活動を推進する性質を、超領域的または学融合的

（transdisciplinary）と言う。モード１、モード２は、学問の分類ではなく、知識の活用

様式の違いを表している。 

知識基盤社会と呼ばれるように、現代社会では、経済活動のみならず、様々な活動にお

いて知識を活用して課題解決にあたることが必要になっている。そのような社会に浸透し

た知的活動の様式の特徴がモード２であるとされる。 
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参考：Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P., Trow, M., 

The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary 

Societies, (Sage: California, 1994).[小林信一監訳『現代社会と知の創造』、丸善、1997

年。] 
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＜参考資料６＞ 学位証書補足資料（DIPLOMA  SUPPLEMENT）の例 

 

 欧州で展開されている学位証書補足資料（Diploma Supplement）の例として、ヨー  

ロッパ委員会、欧州会議、ユネスコにより共同で開発された雛形を示す。 
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